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令和３年度 LGBT等性的少数者の人権尊重施策の進捗について 

事業名 性の多様性の理解促進及びＬＧＢＴ等の性的少数者の困難の解消に向けた支援 

＜令和３年度 事業計画＞ 

これまでの取組を通じて，性の多様性についての理解は深まりつつあるが，事実に基づかな

い偏見や差別的発言がなされるなど，未だ社会の理解が十分に進んでいるとはいえず，性的少

数者の方々は，周囲に隠し，悩みを打ち明けられる人がいないことから，孤立を深め，生きづ

らさを感じ，自殺念慮が高いことも指摘されている。 

また，性的少数者の方々は，複合的な課題を抱えている方も多く，さらに，新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大の中で，経済的困窮とメンタルヘルスの悪化が顕著であり，行政等の適

切な対応がより求められる状況であることから，令和３年度においては， 

〇 行政や企業，さらに「学校・地域」といった身近な空間における意識を変えていく取組 

〇「コミュニティスペース」を中心に，居場所づくりやニーズを把握する取組 

を促進していく。 

＜令和３年度 事業の進捗報告＞ 

１ 子どもたちが安心して学べる環境づくりに向けた啓発 

『思春期』は，心も体も急激に変化する中で，自分の性別に違和感を感じたり，恋愛等に

関して周囲との違いに気付き始める時期であることから，主に保護者世代を対象として，Ｌ

ＧＢＴ等の基礎知識や，性的少数者の声（子どもの頃のエピソード等）を掲載したリーフレ

ット「ＬＧＢＴについて，知っていますか？（仮題）」を，教育委員会の意見を聴きながら，

当事者団体と協働して制作中。 

２ コミュニティスペース「京都まぁぶるスペース」及び個別相談会の定期的な実施 

性的少数者の意見交換や経験の共有，交流などの「場」及び性的少数者の専門相談の機会

の確保，ニーズや課題の把握を目的として，コミュニティスペース及び個別相談会を，京都

市男女共同参画推進協会と連携して年４回実施する。 

・ 各回の実施テーマ（予定含む） 

実施日 方法 テーマ 対象・参加者数 

６月２１日（月） 

午後６時３０分～ 

午後８時３０分 

オンラ

イン 

職場について考える 

  

当事者，そうかもしれない方，ご家族，

支援者，関心のある方など 

コミュニティスペース：１０人／ 

個別相談：０人 

８月２日（月） 

午後３時～午後５時  

対面 学校について考える 

【２３歳以下限定】 

２３歳以下で，当事者又はそうかもし

れない方 

１０月２４日（日） 

午後２時～午後４時 

対面 パートナーシップ宣誓

制度について考える 

当事者，そうかもしれない方，ご家族，

支援者，関心のある方など 

１２月 対面 

 

社会参加について考え

る【女性限定】 

レズビアンなど性的少数者の女性 

※運営も（性自認が）女性の方のみで

行う 

 ※ 居場所づくりとして「フリートーク」のグループは，必ず設ける。 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により，オンライン開催となる場合がある。 
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３ 京都市パートナーシップ宣誓制度を契機とした取組の推進及び都市間連携の推進など 

（１）制度を契機とした取組の推進 

・「京都市パートナーシップ宣誓制度」を契機として，パートナーシップ宣誓を行った方を，

市営住宅の入居資格対象者とする制度改正を行い，令和２年９月１日の入居申込から，受

付を開始した。 

・令和３年４月１日から，パートナーシップを形成した職員について，パートナーシップ関

係にある者を配偶者と同様に取り扱い，各種休暇制度等を取得できることとした。（対象

となる休暇制度：結婚休暇，服喪休暇，介護休暇等の介護関係の休暇，出産補助休務，育

児参加休務，家庭支援休務（子の看護をする場合）） 

・令和３年４月１日から，厚生会事業として，パートナーシップを形成した厚生会職員につ

いても，「結婚祝金」の支給を認めた。 

・犯罪被害者等支援として給付している「生活資金」及び「日常生活支援金」について，令

和３年４月１日から，犯罪被害者の同性パートナー等にも給付できるよう，適用拡大した。 

・「特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅」について，令和３年７月１日から，パー

トナーシップ宣誓を行った方を，入居資格対象者とする制度改正を行った。 

 

（２）都市間連携の推進 

・ 利用者の利便性向上と負担軽減のため，制度導入自治体間による相互利用について，政令

指定都市が参加する「パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する研究会」等に

おいて，これまでから検討してきたが，各都市の制度の違いがあることなどから，実現に

は至っていない。 

・ 京都市においては，まずは，近隣の自治体である亀岡市及び長岡京市と『パートナーシッ

プ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定』を７月２７日に締結し，８月１日から開始す

る。【別紙「広報資料」参照】 

・ 協定締結後は，「宣誓者が，転出先で改めて宣誓を行うことなく，転出先の市が発行する

受領証により制度を利用できるようにする」だけでなく，「ＬＧＢＴ等の性的少数者に対

する各都市の取組を相互にＰＲする」等，３市間で相互に連携した取組を行う。 

・ これを契機として，更なる都市間連携に向けて研究を進める。 

 

（３）制度の利便性の向上 

・宣誓された方へのアンケートやコミュニティスペースの場などを活用して，制度に関わる

課題などについて意見交換を行い，利便性の向上を図る。 

 

４ 当事者団体と協働した啓発の取組の推進 

・学校や企業，地域で実施される研修・勉強会等において，必要に応じて，当事者を講師と 

 して派遣できるよう，当事者団体と協働して，講師として派遣可能な方をリストアップし， 

「人権啓発サポート制度」の充実を図った。（令和３年７月） 
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・当事者団体同士，本市と当事者団体，関係団体等とがつながりを持ち，互いの活動に関 

して情報共有を図るとともに，適宜，相互に協力し合う関係を作っていくことで，効果的 

な施策を推進している。 

  ＜具体的な取組例＞ 

○当事者団体主催の京都レインボープライドパレード（令和３年４月４日開催）への後援 

○当事者の声を反映し，保護者向けリーフレットを制作中 

 

５ 民間の取組の拡大の支援 

・企業，大学など各セクターにおいて取組が推進されるよう，事例の収集と発信を行っている。 

・オムロン株式会社 

性別によらない統一デザインのユニフォームの採用，LGBT関連の社内研修の内容を社

外に向けて発信など 

・三洋化成工業株式会社 

福利厚生の同性パートナーへの適用拡大，当事者の通称名使用，だれでもトイレの設置など 

・京都信用金庫（人権総合情報誌「きょう☆COLOR」８月号にて紹介予定） 

令和３年４月５日から，事実婚や同性パートナーの方も「配偶者」として共同名義で 

住宅ローンの借入れができるように。 

・株式会社チェリオコーポレーション 

（人権総合情報誌「きょう☆COLOR」８月号にて紹介予定） 

 平成26年の東京レインボープライド（ＴＲＰ）への協賛をきっかけに，ＬＧＢＴに関

する研修や社内報の連載等を通じて，社内での認知度が全社員の９割にまで向上。 

令和２年から誰でも気軽に参加ができ，売上の一部が国内のセクシュアルマイノリティ

関連の活動の応援に充てられる「のんでCHANGE!」参加型自動販売機を展開中。 

・「特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅」のオーナーに対して，担当部署と連携し，

京都市パートナーシップ宣誓制度の周知を行った。（令和３年７月） 

 

６ 本市職員の対応の推進 

・職員一人一人が性の多様性及び性的少数者への理解を深め，適切に対応することができる

よう，引き続き，職員向けハンドブックを活用し，意識の浸透を図る。 

・当事者団体から聴取した意見（窓口対応において感じられていること，現行のハンドブッ

クに対する意見）を反映し，ハンドブックを改訂する。（令和３年９月予定） 

 

７ 広報啓発 

・人権情報誌や SNS 等活用可能な広報媒体により，性の多様性及び性的少数者に関する理解

促進や本市の取組等を発信していく。 

 →人権総合情報誌「きょう☆COLOR」８月号にＬＧＢＴ特集として，コミュニティスペースや

パートナーシップ宣誓制度について紹介する紙面を掲載予定。 


